
 

村山総合支庁本庁舎構内除雪業務委託仕様書 

 

１ 目的 

  村山総合支庁本庁舎構内の通路及び駐車場について、通行や駐車に支障の無いよう除雪業務を行う。 

 

２ 業務委託場所 

別図のとおり 

 

３ 業務内容 

(1) 除雪業務は、受注者の指示した作業員が行い、作業員は、除雪機械による作業に従事する。 

(2) 除雪業務は、新雪除作業、拡幅作業及び路面正整作業とする。 

(3) 除雪機械は受注者が調達することとし、その内容は次のとおりとする。 

区 分 規  格 

除雪ドーザ 

（除雪機械） 
ホイール型  ７トン級 

 

４ 除雪業務の出動基準等 

(1) 除雪機械による除雪は、新雪深が概ね 10cm 以上になると判断される場合に出動する。作業は午前

７時30分までに完了する。 

(2) 受注者は、除雪を行う場合は、作業時間内に除雪業務を完了するために必要な除雪機械及び作業員

を配置しなければならない。 

 

５ 業務の報告 

 (1) 受注者は、業務委託の履行について、技術上の管理と安全管理を行う主任技術者を定め、主任 

技術者届（別記様式第１号）により発注者に届け出ること。 

(2) 受注者は、除雪作業を実施する場合、発注者に対し始時、終時及び業務の実施状況を連絡すること。

なお、発注者への連絡先は、本庁舎警備室とする。 

(3) 受注者は、委託業務を実施したときは、その都度村山総合支庁本庁舎構内除雪作業日報（別記様式

第２号）に稼動記録計の記録紙を添付して発注者に報告すること。 

(4) 受注者は、毎月10日までに前月分の村山総合支庁本庁舎構内除雪業務実績報告書（別記様式第３号）

を発注者に提出し、その内容の検査を受けること。 

 

６ 注意事項 

 (1) 発注者は、上記５(3)の報告を受けたときは、速やかに履行状況を確認するとともに、必要に応じて

現地調査を行うこととし、受注者は発注者からの求めによりこれに立ち会うこと。 

 (2) 発注者が行った現地調査の結果、仕様書の内容を満たさない履行状況であると判断した場合には、

発注者の指示に従い受注者は速やかに改善すること。 

(3) 受注者は、業務従事者の雇用にあたっては、労働基準法等の労働関係法令を遵守すること。 

(4) 受注者は、上記３の除雪機械を運転する作業員について、道路交通法第 84 条に規定する大型特殊

免許の写しを事前に発注者に提出すること。 

(5)  受注者は、構内駐車場のスペースをできる限り保持すること。また、駐車場構内西側通路について

は、歩行者の通行に支障がないよう通路を確保すること。 

 

 

 

 

 

 

 



 

令和７年度山形県村山総合支庁本庁舎構内除雪業務委託に係る待機補償費の計上方法 

 

  本業務委託においては、下記に準じる待機補償費を計上することとし、稼働時間に応じて補償費は減額され、

清算時の稼働時間に応じた補償費で清算するものとする。 
  ○算定方法 

待機補償費＝除雪待機分 
除雪待機分＝単価×予定除雪作業時間 

 

○算定材料 
・単価…１時間あたりの単価（入札価格） 
  ※除雪単価には実際に入札された価格を使用する。 
・予定除雪作業時間…除雪ドーザで行った除雪作業のみに係る作業予定時間  

…下記のとおり 
        ※令和４年度から令和６年度までの除雪稼働時間実績より求めた平均値を使用。 
 

項目 ドーザ種類 区分 除雪作業予定時間 

 
除雪待機分 

ホイール型 
７トンクラス 

昼間 ８時間 
時間外 １５時間 
夜間 ２１時間 

 
 
      
     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第１号

　　　令和　　　年　　　月　　　日

山形県村山総合支庁長　　岡崎　正彦　殿

　山形県村山総合支庁本庁舎構内除雪業務委託契約書第４条により下記のとおり

主任技術者を定めましたので届け出ます。

１　主任技術者住所、職・氏名

２　連絡先住所、電話番号

受 注 者

記

主　任　技　術　者　届

住所または所在地

氏名または名称

代 表 者 氏 名 印



別記様式第２号

天候 平均積雪 ㎝

検査者 職氏名

記入者 氏　 名

時間帯

の別

　　　時間　　　分

　　　時間　　　分

　　　時間　　　分

　　　時間　　　分

　　　時間　　　分

　　　時間　　　分

　　　時間　　　分

　　　時間　　　分

　　　時間　　　分

　　　時間　　　分

　　　時間　　　分

　　　時間　　　分

　　　時間　　　分

　　　時間　　　分

　　　時間　　　分

　　　時間　　　分

　　　時間　　　分

　　　時間　　　分

　　　時間　　　分

　　　時間　　　分

　　　時間　　　分

　　　時間　　　分

　　　時間　　　分

　　　時間　　　分

　　　時間　　　分

　　　時間　　　分

　　　時間　　　分

※ 時間帯の別の欄は、午前８時から午後５時までの作業であれば昼間単価を、午前５時から午前８時まで及び午後５時から

  午後８時までの作業であれば時間外単価を、午後８時から午前５時までの作業であれば夜間単価を適用するため、

　これを記入する。時間帯をまたいで作業した場合は、時間帯ごとに行を分けてそれぞれ別に記入すること。

村山総合支庁本庁舎構内除雪作業日報

作業員氏名

作 業 区 分 時間

除雪
作 業 時 間

実稼働時 間計
：　　　～　　　：

除雪

除雪

除雪

除雪

除雪

除雪

除雪

除雪ドーザ
ホイール型

７トン級

除雪

記録紙添付

除雪

除雪ドーザ
ホイール型

７トン級

除雪ドーザ
ホイール型

７トン級

除雪ドーザ
ホイール型

７トン級

除雪ドーザ
ホイール型

７トン級

除雪ドーザ
ホイール型

７トン級

                     令和 　　年 　　月 　　日(　　　曜日)

除雪ドーザ
ホイール型

７トン級

機械名

除雪ドーザ
ホイール型

７トン級

除雪ドーザ
ホイール型

７トン級



別記様式第３号

令和　　 年　　 月　　 日

受注者 所 在 地

名 称

代表者氏名

人員・時間

作業区分

昼 間
　　　時間
　　　分

　　　時間
　　　分

　　　時間
　　　分

　　　時間
　　　分

　　　時間

時間外
　　　時間
　　　分

　　　時間
　　　分

　　　時間
　　　分

　　　時間
　　　分

　　　時間

夜 間
　　　時間
　　　分

　　　時間
　　　分

　　　時間
　　　分

　　　時間
　　　分

　　　時間

昼 間
　　　時間
　　　分

　　　時間
　　　分

　　　時間
　　　分

　　　時間
　　　分

　　　時間

時間外
　　　時間
　　　分

　　　時間
　　　分

　　　時間
　　　分

　　　時間
　　　分

　　　時間

夜 間
　　　時間
　　　分

　　　時間
　　　分

　　　時間
　　　分

　　　時間
　　　分

　　　時間

※　月集計において、実稼動時間に１時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは１時間とし、

　　 30分未満のときは切り捨てる。

延時間 延人員 延時間

村山総合支庁本庁舎構内除雪業務実績報告書　（令和　　　年　　　月分）

年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 合　　計

除雪ドーザ
作業（７トン）

摘　　要

延人員 延時間 延人員 延時間

除雪ドーザ
作業（７トン）

延人員 延時間 延人員



村山総合支庁本庁舎構内配置図
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→外灯：22時まで点灯
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別図


